
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
め

る
件

一

○
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
の
特
例
を
定
め
る
件

一

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
一
号

１

競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に

参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
告
示
第
五
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

２

平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
工
事
又
は
製
造
の
請
負
そ
の
他
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指

名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
を
申
請
書
等
の
提
出
期
限
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
四
の
第

二
号
の

及
び

の
審
査
基
準
日
を
同
年
九
月
三
十
日
と
、

の
審
査
基
準
日
を
同
年
十
二
月
三
十

（三）

一
日
と
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

第
四
の
第
一
号

ア

中
「
及
び
厚
生
年
金
保
険
」
を
削
り
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

（四）

（イ）

（オ）

（カ）

（エ）

（オ）

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（ウ）

（エ）

（イ）直
前
事
業
年
度
終
了
日
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
加
入
の
有
無

（ウ）

第
四
の
第
一
号

イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（四）

イ

次
に
掲
げ
る
建
設
業
の
営
業
継
続
の
状
況

直
前
事
業
年
度
終
了
日
に
お
け
る
営
業
年
数

（ア）

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
直
前
事
業
年
度
終
了
日
ま
で
の
民
事
再
生
法
又
は
会
社

（イ）

更
生
法
の
適
用
の
有
無

第
四
の
第
一
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（四）

キ

直
前
事
業
年
度
終
了
日
に
お
け
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況

ク

直
前
事
業
年
度
終
了
日
に
お
け
る
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
に
よ
る
登
録
の
状
況

第
四
の
第
二
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

（五）

（六）

（五）

（七）

（六）

（八）

（七）

（九）

（八）

（十）

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

（九）

（十）

る
。

福
島
県
内
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
等
（
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を

い
う
。
）
、
平
成
二
十
三
年
七
月
新
潟
・
福
島
豪
雨
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
八

月
一
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き

措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

激
甚
災
害
を
い
う
。
）
又
は
平
成
二
十
三
年
台
風
第
十
五
号
に
よ
る
災
害
（
平
成
二
十
三
年
九

月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚

災
害
並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第

三
百
二
十
二
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
福
島
県
と
の
災
害
応
援
協
定
若
し
く
は
維
持
補
修
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
く
出
動
の
実
績
又

は
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣
の
実
績
の
有
無

第
六
の
第
一
号

ア

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（二）

（キ）

県
内
業
者
（
福
島
県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
東

（キ）
日
本
大
震
災
等
に
係
る
福
島
県
と
の
災
害
応
援
協
定
若
し
く
は
維
持
補
修
業
務
委
託
契
約

に
基
づ
く
出
動
の
実
績
又
は
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣
の
実
績
が
あ
る
も
の

そ
れ
ら
の
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
そ
の
写
し

（
入
札
監
理
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
二
号

１

平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
県
外
業
者
（
福
島
県
内
に
主
た
る
営

業
所
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
同
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま

で
）
に
資
格
（
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
及

び
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争

入
札
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
り
工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
契
約
又
は
測
量
、
工
事
の
設
計
若

し
く
は
工
事
に
関
す
る
調
査
の
委
託
契
約
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
、
警
戒
区
域
等
（
原
子
力
災
害
対

策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力

災
害
対
策
本
部
長
の
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
す
る
指
示
（
以
下
「
本
部
長
指
示
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
四
月
二
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十
一
日
に
お
い
て
同
項
の
警
戒
区
域
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
又
は
同
月
二
十
二
日
に
お

い
て
本
部
長
指
示
に
よ
り
居
住
者
等
が
計
画
的
な
立
退
き
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
若
し
く
は
緊

急
時
に
避
難
の
た
め
の
立
退
き
若
し
く
は
屋
内
へ
の
退
避
が
可
能
な
準
備
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
区

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
内
に
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

日
に
お
い
て
事
業
所
が
あ
っ
た
個
人
又
は
本
店
が
あ
っ
た
法
人
若
し
く
は
県
内
に
お
い
て
警
戒
区
域

等
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
内
に
の
み
支
店
が
あ
っ
た
法
人
（
以
下
「
警
戒
区
域
等
内
法

人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
基
準
日
（
資
格
の
審
査
の
基
準
と
な
る
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
競

争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下
「
五
十

九
号
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
の
第
一
号
中
「
西
暦
に
お
け
る
偶
数
年
（
以
下
「
偶
数
年
」
と
い

う
。
）
の
七
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
、
「
翌
年
」
と
あ
る
の
は

「
翌
々
年
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
四
及
び
第
五
中
「
毎
年
一
月
一
日
又
は
七
月
一
日
」
と
あ
る
の

は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
六
の
第
四
号

中
「
偶
数
年
の
七
月
一

（一）

日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
六
の
第
四
号

ア
中
「
年

（一）

の
」
と
あ
る
の
は
「
年
の
翌
年
の
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
を
審
査
基
準
日
と
し
た
警
戒
区
域
等
内
法
人

等
に
対
す
る
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
の
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
め
る
件
（
平
成
二
十
四
年

福
島
県
告
示
第
四
百
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

第
六
の
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
を
審
査
基
準
日
と
し
た
警
戒
区
域
等
内
法

人
等
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
三
・
二
十
四
年
度
福
島
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
者
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の
の
う
ち
経
営
事
項
審
査
の
受
審
日
が
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
二
号

中
「
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
る
規
格
（
以
下
「
国
際

（五）

規
格
」
と
い
う
。
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
国
際
規

格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
四
〇
〇
一
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
一
四
〇
〇
一
の
認
証
の
取
得
」
と
あ
る

の
は
「
福
島
県
内
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
等
（
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い

う
。
）
、
平
成
二
十
三
年
七
月
新
潟
・
福
島
豪
雨
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
一
日

ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定

に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
を
い

う
。
）
又
は
平
成
二
十
三
年
台
風
第
十
五
号
に
よ
る
災
害
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
月

二
十
三
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
並
び
に
こ
れ
に
対
し

適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
激
甚
災
害
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
福
島
県
と
の
災
害
応
援
協
定
若
し

く
は
維
持
補
修
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
く
出
動
の
実
績
又
は
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣

の
実
績
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
六
の
第
一
号

ア

中
「
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
若
し
く
は

（二）

（キ）

日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
四
〇
〇
一
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
一
四
〇
〇
一
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
等
に
係
る

福
島
県
と
の
災
害
応
援
協
定
若
し
く
は
維
持
補
修
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
く
出
動
の
実
績
又
は
建
築

物
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣
の
実
績
が
あ
る
も
の
」
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
五
十
九
号

告
示
第
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
五
十
九
号
告
示
第

四
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
（
第
二
号
（五）

に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
）
」
と
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
入
札
監
理
課
）


